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第５章      忠岡町国民保護計画が対象とする事態 

 

 国民保護基本指針では、武力攻撃事態については４類型、緊急対処事態については４事

態例が、次のとおり想定されており、府計画においても、これら全てを対象としている。  

 町国民保護計画においては、これら全てを対象とし、その類型・事態例に応じた国民保

護措置等を実施するが、海外では大都市において大規模テロが多く発生していること、大

阪はヒト・モノ・情報が集まる大都市圏の要所であることを踏まえ、特に、ゲリラ・特殊

部隊による攻撃や緊急対処事態に留意するものとする。  

 なお、町域における事態の想定については、今後も国や府からの情報等を踏まえ、関係

機関と連携して研究していく。 

 

  第１節 武力攻撃事態  

 

１ 事態想定 

 武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃を言い、武力攻撃事態とは、武力

攻撃が発生した事態又は発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事

態をいい、武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、

武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。  

 国民保護基本指針においては、武力攻撃事態として、次に掲げる４類型が示されてい

る。 

ⅰ 着上陸侵攻  

ⅱ ゲリラや特殊部隊による攻撃  

ⅲ 弾道ミサイル攻撃  

ⅳ 航空攻撃  

 

２ 各事態類型の特徴と留意点 

 (1) 着上陸侵攻 

島国である我が国の領土を占領しようとする場合、海又は空から地上部隊などを上

陸又は着陸させる着上陸侵攻を行うことになるとされている。なお、着上陸侵攻の場

合、それに先立ち航空機や弾道ミサイルによる攻撃が実施される可能性が高いとされ

ている。 

ア 攻撃目標となりやすい地域  

船舶により上陸を行う場合は、上陸用の小型船舶等が接岸容易な地形を有する沿

岸部が、航空機により侵攻部隊を投入する場合には、大型の輸送機が離着陸可能な
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空港が存在する地域が目標となりやすいとされている。 

イ 想定される主な被害 

主として、爆弾、砲弾等による家屋、施設等の破壊、火災等が考えられ、石油コ

ンビナートなど、攻撃目標となる施設の種類によっては、二次被害の発生が想定さ

れている。 

ウ 被害の範囲、期間 

武力攻撃災害が広範囲にわたり、要避難地域が広範囲になるとともに、避難期間

も比較的長期に及ぶと想定されている。 

エ 事態の予測・察知 

攻撃国による船舶、戦闘機の集結の状況、進行方向等から、事前予測が可能であ

るとされている。 

オ 避難、救援、災害対処に係る留意点 

大規模な着上陸の場合は、広範囲にわたる武力攻撃災害が予想されるが、事前の

準備が可能であることから、戦闘が予想される地域から先行して広域避難させるこ

とが必要となるとされている。また、大都市における避難にあたっては、人口規模

に見合った避難のための交通手段及び受入施設の確保の観点から、多数の住民を遠

方に短期間で避難させることは極めて困難であるとされている。このことから、実

際に避難させる必要が生じた場合においては、国対策本部長の避難措置の指示及び

知事の避難の指示を踏まえ、対応する必要がある。 

 (2) ゲリラや特殊部隊による攻撃 

ア 攻撃目標となりやすい地域 

都市部の政治経済の中枢、鉄道、橋りょう、ダム、原子力関連施設などに対する

注意が必要とされている。 

イ 想定される主な被害 

少人数のグループにより行われ、使用可能な武器も限定されることから、主な被

害としては、施設の破壊等が考えられるとされている。 

ウ 被害の範囲、期間 

被害は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的であるが、攻撃目標となる施設の

種類によっては、二次被害の発生も想定され、被害の範囲が拡大するおそれがある

とされている。 

エ 事態の予測・察知 

攻撃する者はその行動を秘匿するためあらゆる手段を使用することが想定され

ることから、事前にその活動を予測あるいは察知できず、突発的に被害が生ずるこ

とも考えられるとされている。 
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オ 避難、救援、災害対処に係る留意点  

ゲリラや特殊部隊の危害が住民に及ぶおそれがある地域においては、武力攻撃の

態様に応じて、攻撃当初は屋内に一時避難させ、その後関係機関が安全確保の措置

を講じつつ、適当な避難地に移動させるなど、適切な対応を行う必要がある。 

また、攻撃当初においては、住民の自主的な避難に頼らざるを得ないことも想定

されることから、平素から、住民に緊急時いかに対応すべきかについて問題意識を

持ってもらうことが必要である。 

なお、武力攻撃災害の兆候等を覚知した場合には、速やかに関係機関に通知する

とともに、必要に応じて、退避の指示、警戒区域の設定等の措置を講ずる必要があ

る。 

 (3) 弾道ミサイル攻撃 

弾道ミサイルは、重量物を長距離にわたり投射することが可能であり、核、生物、

化学兵器などの大量破壊兵器の搭載も可能である。また、発射されると弾道軌道を描

いて飛翔し、高角度、高速で落下するなどの特徴を有しているとされている。 

ア 攻撃目標となりやすい地域  

攻撃目標を特定することは極めて困難であるとされている。 

イ 想定される主な被害 

通常弾頭の場合にはＮＢＣ弾頭の場合と比較して、被害は局限され、家屋、施設

等の破壊、火災等が考えられるとされている。 

ウ 被害の範囲、期間 

弾頭の種類（通常弾頭又はＮＢＣ弾頭）を着弾前に特定することは困難であり、

弾頭の種類に応じて、被害の様相及び対応が大きく異なるとされている。 

エ 事態の予測・察知 

発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定するこ

とは極めて困難であるとされている。 

オ 避難、救援、災害対処に係る留意点 

発射後極めて短時間で着弾することが予想されるため、迅速な情報伝達と適切な

対応によって被害を局限化することが重要であり、避難や消火活動が中心となる。 

特に避難については、当初は、近傍のコンクリート造等の堅ろうな施設や地下街

等の地下施設など屋内に避難させ、着弾後に、被害状況を迅速に把握した上で、事

態の推移、被害の状況等に応じ、他の安全な地域へ避難させる必要がある。 

 (4) 航空攻撃 

ア 攻撃目標となりやすい地域  

航空攻撃を行う側の意図及び弾薬の種類等により異なるが、その威力を最大限に
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発揮することを攻撃側が意図すれば都市部が主要な目標となることも想定され、ま

た、ライフラインのインフラ施設などが目標となることもあり得るとされている。  

イ 想定される主な被害 

通常弾頭の場合には、家屋、施設等の破壊、火災等が考えられるとされている。 

ウ 被害の範囲、期間 

攻撃を行う側の意図が達成されるまで、繰り返し行われることも考えられるとさ

れている。 

エ 事態の予測・察知 

弾道ミサイル攻撃の場合に比べその兆候を察知することは比較的容易であるが、

対応の時間が少なく、また攻撃目標を特定することが困難であるとされている。 

オ 避難、救援、災害対処に係る留意点  

攻撃目標を早期に判定することは困難であることから、攻撃の目標地を限定せず

に屋内への避難等の措置を広範囲に実施する必要がある。生活関連等施設に対する

攻撃のおそれがある場合には、施設の安全確保、武力攻撃災害の発生、拡大の防止

等を実施する必要がある。  

 

 
  第２節 緊急対処事態 

 

１ 事態想定 

 緊急対処事態とは、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が

発生した事態又は発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国

家として緊急に対処することが必要なものをいう。国民保護基本指針においては、緊急

対処事態として、次に掲げる４事態例が示されている。 

 なお、緊急対処事態においては、武力攻撃事態のゲリラや特殊部隊による攻撃等にお

ける対処と類似の事態が想定されるとされている。  

＜攻撃対象施設等による分類＞ 

ⅰ 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 

ⅱ 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態  

＜攻撃手段による分類＞  

ⅲ 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態  

ⅳ 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態  

 


